
ご退職される皆様へ
新潟県外 日本精機健康保険組合

会社を退職されると、ご退職日の翌日に健康保険の資格を喪失します。

引き続きサラリーマンとしてお勤めされない場合は、加入資格とご本人の判断により、

次のいずれかの医療保険制度に加入することになります。

Ａ 　日本精機健康保険組合の健康保険任意継続

Ｂ 　国民健康保険

Ｃ 　家族の健康保険の被扶養者

Ａ　健康保険任意継続について

健康保険任意継続は、ご退職後、一定の要件を満たす個人が任意で加入できます。

届出・保険料の納付などの義務を個人が負います。

◆ 加　入　資　格

　次の全ての要件を満たすことが必要です。

　□　退職日まで、健康保険組合被保険者資格期間が、継続して2か月以上あること

　□　75歳未満の方

　□　退職日の翌日から20日以内に加入申請すること

◆ 加　入　手　続　き

「退職日以降、退職日の翌日から20日まで」に、必要書類を健保組合へ送付ください

　退職日前に書類を受付けることはできません。また健保組合が、天変地異など「正当な事由」がある

　と認めた場合以外、20日を経過すると届出は受理できないため、20日以内に健保組合必着で送付ください。

　　【必　要　書　類】

　　※　申請書類他書類一式は、事業所（NS人事書式ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀ・健康保険その他の申請書、または総務等）

　 　　　　や健保組合ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「各種申請書」より印刷し、ご記入ください。

　　□　任意継続資格取得申出書（新潟県外）

　　□　（被扶養者がいる場合のみ）健康保険被扶養者（異動）届および添付書類

　　　　ご退職後の被保険者の収入が被扶養者の収入の2倍以上あり、かつ配偶者よりも多い場合、扶養

　　　　することができます。

　　※　ご退職前の健康保険被保険者証（ご家族分、高齢受給者証・適用限度額認定証等を含む）は、

　　　　 各事業所総務ご担当の指示により、返納ください。

　　【健保組合からお渡しするもの】

　　※　各事業所からの資格喪失届および上記必要書類を健保受付後、保険証などを作成し、ご自宅へ

　　　　配達記録にて郵送します。新保険証が届く前に医療機関受診の場合は、「切替え手続き中」と

　　　　医療機関に伝えて指示に従ってください。

　　□　任意継続の被保険者証（被扶養者分含む）

　　□　任意継続資格取得通知書

　　□　当年度分任意継続被保険者保険料通知書

　　□　当年度分任意継続保険料納付書

　　□　任意継続資格喪失申出書兼保険料還付請求書（喪失時、喪失理由により提出が必要な場合があります）

　　□　「退職にあたって」（説明書）

　　　　その後の健保組合からのお知らせは、郵送またはe-mailにより送付いたします。

◆ 保　険　料　月　額

　任意継続被保険者　保険料月額表新潟県外（事業所掲示板掲示）を参照ください。

◆ 保険料納付方法

　・　納付書を送付いたしますので、納付書記載の納付期限までにお振込ください。

　・　振込の場合は、前納制度を利用することが可能です。

　　　別紙「保険料前納制度について」をご参照ください。

　・　ご入金時、振込依頼人には「氏名、保険証の記号-番号」を入力ください。

　　　　例：健保太郎　200-999

　・　「保険料納入証明書」を領収証書として当年12月末または資格喪失時に送付します。

　・　資格喪失月の保険料徴収はありません。

ご　退　職　後　の　健　康　保　険　に　つ　い　て



◆ 保　険　給　付　等

　・　被保険者・被扶養者とも、医療機関窓口負担は資格喪失前と同じです。

　・　傷病手当金・出産手当金は、資格喪失前被保険者期間が１年以上あり、在職中から傷病手当金・

　　　出産手当金を受けている方・受けられる方が、請求できます。

　・　人間ﾄﾞｯｸ・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種の補助を受けることができます。案内を送付いたしますので、ご希望の

　　　方は、健保組合へ申請ください。

◆ 任意継続の被保険者でなくなるとき

　　1.　２　年　経　過（退職日の翌日から起算して2年）

　　　　健保組合への連絡は不要です。資格喪失月の月初めに、健保組合より通知します。

　　2.　保　険　料　未　納

　　　　納入期限までに納付ができないと、任意継続の資格を喪失します。

　以下3～6の事由により資格を喪失する場合は、資格喪失申出書兼保険料還付請求書の提出が必要です。

　　3.　再就職により他の適用事業所の健康保険に加入したとき

　　　　就職先で健康保険の資格を取得する場合、任意継続の資格は喪失します。

　　4.　75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となったとき

　　　　75歳誕生日または後期高齢者医療制度資格取得日で任意継続を喪失します。

　　5.　任意継続の被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき

　　　　資格喪失申出書兼保険料還付請求書を健保組合が受理した日の属する翌月1日が喪失日となります。

　　6.　死　　　亡

　　　　ご家族より健保組合へご連絡ください。

　　※任意継続の保険証は資格喪失日前日まで使用できます。

　　※任意継続資格喪失後の再加入、資格喪失申出の取消しはできません。

Ｂ　国民健康保険について

・ 退職日の翌日から14日以内に、退職日翌日時点住民票のある市役所等にて手続きください。

　離職票等退職証明（扶養家族がいる場合は事業所総務へ健康保険資格喪失連絡票を発行依頼ください）、

　ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ（または個人番号通知書と運転免許証等本人確認書類）が必要です。

・ 医療機関窓口負担は、資格喪失前と同じです。

・ 保険料は前年1～12月の収入等に応じて計算され、4月に改定、7～3月の9か月で支払います。

・ 市役所等に保険料試算を依頼する場合は、前年収入資料（確定申告・源泉票等）を持参ください。

・ 「扶養」はないため家族もそれぞれ加入し、保険料も必要です。

・ 海外赴任終了後当年中に退職（＝当年1月1日時点は日本に住民票がない）の場合、前年収入が

ないとみなされ保険料が算出されますが、必ず市役所等へ確認ください。

・ 退職時任意継続に加入し、その後国民健康保険の保険料の方が低くなった等の理由により任意継続の

喪失をご希望の場合は、資格喪失申出書兼保険料還付請求書を健保組合へご提出ください。

手続きなど詳細は申出書にて確認ください。

・ 国民健康保険についての詳細は、お住まいの市役所等へお問合わせください。

※ 倒産・解雇・雇止めなどによる離職の場合、国民健康保険料が軽減される場合があります。

雇用保険受給資格者証の離職コードが以下である特定受給資格者等が対象です。
　　＜特定受給資格者に対応する離職理由コード＞

　　　11　解雇

　　　12　天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

　　　21　雇止め（雇用期間3年以上雇止め通知あり）

　　　21　雇止め（雇用期間3年未満更新明示あり）

　　　31　事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

　　　32　事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

　　＜特定理由離職者に対応する離職理由コード＞

　　　23　期間満了（雇用期間3年未満更新明示なし）

　　　33　正当な理由のある自己都合退職

　　　34　正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間12か月未満）

Ｃ　家族の健康保険の被扶養者となる場合

・ 退職日の翌日から5日以内に手続きしてください。

・ 医療機関窓口負担は、資格喪失前と同じです。

・ 被扶養者となれる収入（退職後の収入を年換算した額）の目安は、60歳未満の方は130万円未満、

60歳以上の方は180万円未満であり、被保険者の収入の2分の1未満です。

・ 詳細は、ご家族の勤務先健康保険担当者にお問い合わせください。

　　　ご不明な点がございましたら、日本精機健康保険組合までお問合わせ願います。
〒940-8580　新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号（日本精機本社3号館1階）

（0258）24－5311　 日本精機内線1951



新潟県外

日本精機健康保険組合  理事長殿  常務理事

才

　昭　和 資格喪失
  平　成 年 月 日 年月日   令　　和 年 月 日
  令　和 （退職日の翌日）

〒 －
居所住所 自宅電話

〒 －
住民票住所 携帯電話
居所と同じ場合、「同上」

メールアドレス

自宅PC

メールアドレス

携　　　帯

資格喪失前

勤務していた

事業所名称

保険料納付区分

各種給付金等の

振込先銀行口座
銀行 支店 普通 口座番号

上 記 の と お り 申 請 い た し ま す 。
 申 請 日 令和 年 月 日

 　　【注　　意】

・新潟県外在住の方専用申出書です 受    付    日    付    印

・申請日は必ず資格喪失日以降の日付を記入して下さい

・退職日の翌日から20日以内に健康保険組合へ送付ください

・住所、電話番号・メールアドレスは、それぞれ記入ください

　自宅の電話・PCがない場合は、「なし」と記入ください

・各種給付金・保険料還付等は、上記口座へ振込みいたします。

・個人番号を記入した場合は、申請書は書留で健康保険組合へ送付ください

　　　　日本精機健康保険組合

　　　　〒940-8580　新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号

　　　　TEL（0258）24-5311　FAX（0258）24-5344

 事 務 長 職　員  担 当 者

   健康保険　任意継続被保険者資格取得申出書

 健  康  保  険  被  保  険  者  証  の 被     保    険    者    （ 申  請  者 ） 喪失時

 記            号 番　　　　　　号 氏      名      お      よ      び      印 満年齢

印

健康保険証記号番号に代えて個人番号での申請を希望する場合のみ、個人番号

  生年月日

いずれかに〇　選択がない場合は月払になります1. 月　払　　　2. 半　年　払　　　3. 年　払

所  在  地

名義人ｶﾀｶﾅ

氏名



新潟県外在住の方

新潟県外在住の方は、大光銀行本店口座開設・解約が難しく、口座振替による保険料納付が利用できないため、

ご自身による振込いただきます。振込手数料はご本人負担となるため、前納制度をご希望の場合はご利用ください。

大光銀行本店営業部の口座開設・解約が可能で、月払口座引落をご希望の場合は、県外在住であっても、

県内用の申出書ほか一式をご利用いただくことができます。

ただし口座引落は月払のみで、年払/半年払はできませんのでご了承ください。

1.前納制度とは

ご希望される方について、一定期間分の保険料を前納（まとめて先払い）することにより、保険料の割引を

適用します。割引額は年4％の複利現価法で計算されます。

2.対象期間

半 年 払 ：　4月～9月分および10月～翌年3月分

年   　払  ：　4月～翌年3月分

・年度をまたぐ前納期間の設定はできません。

・年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または

　3月分までを納めることができます。

・資格取得月の保険料は、通常の月額の保険料を納付し、前納の対象外になります。資格取得申出書受付の

　ﾀｲﾐﾝｸﾞにより、資格取得月の翌月または翌々月から前納の適用となります。

＜年の途中で資格を喪失する場合の特例＞

前納期間の途中で任意継続の期間である2年が経過し、資格を喪失することが明らかな方は、資格を

喪失する月の前月までの期間の保険料について前納することができます。

3.保険料の納付

・ 納付書を送付いたしますので、納付書記載の納付期限までに納付ください。

・ 納付書の使用は任意です。（ATM、インターネットバンキングによる振込可能です）

・ 振込み手数料は、ご自身で負担ください。

・ ご入金時、振込依頼人には「氏名、保険証の記号-番号」を入力ください。

　　　　例：健保太郎　200-999

・ 前納の納入期限までに保険料を納付がない場合は、月払に変更となり、以後前納できません。

・ 月払になった場合の納付書は、前納払込期限の翌月にその年の分を送付します。

毎月1日～10日（または翌銀行営業日）に振込ください。（1年分まとめての振込はできません）

また、納付期限までに振込がない場合は、法律により任意継続の資格喪失となります。

ご不明な点がございましたら、健康保険組合までお問合わせ願います。

日本精機健康保険組合

〒940-8580　新潟県長岡市東蔵王2-2-34

（0258）24-5311

任意継続　保険料前納制度について



昭和

姓 名 令和

〒 -
都 道 府 県

被保険者の住んでいる住所と
家族の住んでいる住所・住民票

健保欄 住所が異なる場合は記載ください
昭

和 ＨＲ  年 月 日 住んでいる住所

令

和 見込 住民票上の住所

実績

円
昭

和 ＨＲ  年 月 日 住んでいる住所

令

和 見込 住民票上の住所

実績

円
昭

和 ＨＲ  年 月 日 住んでいる住所

令

和 見込 住民票上の住所

実績

円
昭

和 ＨＲ  年 月 日 住んでいる住所

令

和 見込 住民票上の住所

実績

円
     〔注　　　意〕

・　任意継続資格取得申出の場合、資格取得申出書および必要書類とあわせて健康保険組合へご提出ください。
・　必要書類については、「添付書類一覧表」をご確認いただき、全ての必要書類をご提出ください。

 ・　任意継続資格取得申出時は、個人番号記入は不要です。任意継続加入後に扶養追加の場合は、個人番号記入（および確認書類）が必要です。
　　また扶養を始めた日は、退職日翌日となります。

・　ご退職後の被保険者の収入が、被扶養者の収入の2倍以上あり配偶者よりも多い場合、扶養することができます。
・　届出内容に虚偽があり扶養基準を満たしていなかった場合は、認定の取り消しとなります。
・　60歳未満の配偶者を扶養する場合、市区町村にて配偶者の国民年金の手続が必要です。
・　年収欄は、見込または実績をマルでかこみ、現在の収入を年換算して記入してください。

　事　業　所 所在地
名　称

　事　業　主 氏　名
任意継続

日

健保組合受付日付印

日本精機健康保険組合　Ｒ6.4
ｴﾝﾄﾘ　　/　　no.□交付□通知書□

nskenpo@nscs-net.ne.jp

失 給 終 了 ・ 収 入 減 少 ・ 同 居
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

提出日 令和 年 月

（失業給付受給予定：　　　年　　　月　　　日～）

女

（失給無：理由　　　　　　　　　　　　　　　　）
別

居

平

成

任意継続加入・出生・婚姻・離職 同

居
(就職内定：　有　　　年　　　月　　　日,　無　）

（失業給付受給予定：　　　年　　　月　　　日～）

続柄
無職・（　　　　　）

任意継続加入・出生・婚姻・離職 同

居
(就職内定：　有　　　年　　　月　　　日,　無　）

（失給無：理由　　　　　　　　　　　　　　　　）
別

居その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

増

男
年 月 日

失 給 終 了 ・ 収 入 減 少 ・ 同 居

平

成

月 日 続柄

無職・（　　　　　）

失 給 終 了 ・ 収 入 減 少 ・ 同 居
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

増

男

年

女

平

成

日 続柄
無職・（　　　　　）

任意継続加入・出生・婚姻・離職 同

居
(就職内定：　有　　　年　　　月　　　日,　無　）

（失業給付受給予定：　　　年　　　月　　　日～）

（失給無：理由　　　　　　　　　　　　　　　　）
別

居

増

男
年 月

増

女

（失業給付受給予定：　　　年　　　月　　　日～）

女

（失給無：理由　　　　　　　　　　　　　　　　）
別

居

男

失 給 終 了 ・ 収 入 減 少 ・ 同 居
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平

成

月 日 続柄
無職・（　　　　　）

任意継続加入・出生・婚姻・離職 同

居
(就職内定：　有　　　年　　　月　　　日,　無　）

年

同居別居 備　考
被扶養者氏名（漢字） 個人番号（12桁）記入不要 年　　　収 (和暦）

異動

区分

氏名ﾌﾘｶﾞﾅ
性別

和暦 生年月日
戸籍上

の続柄
職　　　業 扶養を始めた日

被扶養者となる理由

被保険者が

住んでいる住所

電　話　番　号

- -

年 月 日健保記入 平成
女

職員

性　　別 和暦 生　年　月　日

被保険者氏名
印 男

適用担当
所属課名 健康保険被扶養者異動届（追加）　

健

保

欄

常務理事 事務長

個人コード
任意継続

被保険者証

記　号 200 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ

番　号 本人署名の場合は印不要

mailto:nskenpo@nscs-net.ne.jp
mailto:nskenpo@nscs-net.ne.jp
mailto:nskenpo@nscs-net.ne.jp
mailto:nskenpo@nscs-net.ne.jp
mailto:nskenpo@nscs-net.ne.jp
mailto:nskenpo@nscs-net.ne.jp


任継扶養認定時用

１．被保険者の年間収入状況　資格取得時は今後の年収見込額、それ以外の場合は直近の源泉徴収票、確定申告等記載の年収を記入ください

円 円 円 円 円

２．被保険者の家族構成　　同居家族および生計維持関係にある別居家族すべてご記入ください

同  居
別  居

本人 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

　夫婦それぞれに収入がある場合は、被保険者本人および配偶者の収入証明が必要です。配偶者の方が収入が多い場合、配偶者が家族を扶養します。
　子供を扶養する場合は、年収欄は配偶者のみ記載で結構です。

　直系尊属を扶養していない場合は、直系尊属の年収は記入不要です。　

　状況によって、年収確認をさせていただく場合がありますのでご了承ください。

３．今回被扶養者申請をする者の状況

　　　　同居　　・　　別居 　　　　同居　　・　　別居 　　　　同居　　・　　別居 　　　　同居　　・　　別居

入 社 日

 退 職 日

年金・恩給等

給 与 収 入

農業・商業

による収入

不動産収入

その他（　　　　　　　）

仕 送 り 額

※ 収 入 状 況 は 年 額 ・ 月 額 い ず れ か に ○ を し て 金 額 を 記 入 し て く だ さ い

４．被扶養者申請の理由（被保険者が扶養する理由を具体的に記入してください）

　　任意継続加入のため

（退職の場合必ず記入ください） 受給期間延長　受給しない　受給資格なし 受給期間延長　受給しない　受給資格なし 受給期間延長　受給しない　受給資格なし 受給期間延長　受給しない　受給資格なし

R5.4.1

退職後の傷病手当金受給（有の場

合、給付金決定通知を送付ください）
受給あり　　　受給なし 受給あり　　　受給なし 受給あり　　　受給なし 受給あり　　　受給なし

雇用保険受給予定状況 受給中　待機期間中　給付制限中 受給中　待機期間中　給付制限中 受給中　待機期間中　給付制限中 受給中　待機期間中　給付制限中

就職予定がある場合、

就職予定日
R　　　　　年　　　　月　　　　日 R　　　　　年　　　　月　　　　日 R　　　　　年　　　　月　　　　日 R　　　　　年　　　　月　　　　日

出産予定がある場合、

出産予定日
R　　　　　年　　　　月　　　　日 R　　　　　年　　　　月　　　　日 R　　　　　年　　　　月　　　　日 R　　　　　年　　　　月　　　　日

（　　　　　）から　月額　　 　　　　　　円 （　　　　　）から　月額　　 　　　　　　円 （　　　　　）から　月額　　 　　　　　　円 （　　　　　）から　月額　　 　　　　　　円

年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円

年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円

被扶養者だった場合、

扶養していた者の氏名

届出時

の状況

健康の状態

収入状況

年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円

年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円

年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円 年額・月額　　　　　　　　　　　　　　　円

　R　　　　　　年　　　　月　　　　日

退職の事由 定年 自己都合 病気 出産 (             ) 定年 自己都合 病気 出産 (             ) 定年 自己都合 病気 出産 (             ) 定年 自己都合 病気 出産 (             )

加入していた保険 健保 ・ 国保 ・ その他（　 　　　　　） 健保 ・ 国保 ・ その他（　 　　　　　） 健保 ・ 国保 ・ その他（　 　　　　　） 健保 ・ 国保 ・ その他（　 　　　　　）

所　在　地

届出前

の状況

職　　　　業

勤務先名称

勤務期間
S　H　R　　　　年　　　　月　　　　日 S　H　R　　　　年　　　　月　　　　日 S　H　R　　　　年　　　　月　　　　日 S　H　R　　　　年　　　　月　　　　日

　R　　　　　　年　　　　月　　　　日 　R　　　　　　年　　　　月　　　　日 　R　　　　　　年　　　　月　　　　日

続　柄（「詳細に」実母,長男等）

居　　住　　区　　分

※　年収欄について

氏　　名 　　(年齢）  (　　　　　歳）  (　　　　　歳）  (　　　　　歳）  (　　　　　歳）

別居の場合、仕送り額（年額）家　　族　　氏　　名 年　齢 続　柄 別居の場合は住所 職　業（勤務先） 年　 収　（※）

給与収入（退職後も給与がある場合） 不  動  産  収  入 副業所得（商・農業等） その他の収入（失業給付など） 年間収入合計

健　 康　 保　 険　 扶　 養　 関　 係　 現　 況　 書 

被保険者証 記号 200 番号 被保険者氏名



◎認定時は次の書類のほか、「健康保険扶養関係現況書」が必要です

証　明　書　類 発行元 備　　　　　　　考

在学証明書または学生証 就学先
学生証は入学日か有効期限が明記されている

こと、子以外の場合は収入証明等も必要

　パ　ー　ト　・　ア　ル　バ　イ　ト　等
直近の給与明細書3か月分・源泉票（就

職したばかりの場合は勤務形態や時給等

が明記された雇用契約書）

勤務先 今後１年間の収入を推定できるもの

所得証明書 市区町村
非課税であることの証明ではなく、収入金

額が確認できる証明

前年に収入があった方

1 在職中雇用保険に未加入 退職証明書 元勤務先
2 失業給付を受給しない 離職票 元勤務先

3
失業給付を受給予定

（受給延長を含む）
離職票 元勤務先

受給延長を含む（後日速やかに雇

用保険受給資格者証両面）

4 失業給付を受給終了 雇用保険受給資格者証（両面） ハローワーク 受給終了日確認
雇用保険受給資格者証(両面） ハローワーク

出産手当金支払決定通知 元の健康保険

傷病手当金支払決定通知 元の健康保険

確定申告（収支内訳書含む） 税務署
確定申告をしていない場合、収入の明細

および市区町村の所得証明書

障害者・長期疾病者 障害者手帳・療育手帳,医師の診断書等 市区町村 収入の証明も必要

事実に関する証明 福祉事務所

確定申告（収支内訳書含む） 税務署 廃業の場合は、廃業届

在留ｶｰﾄﾞ（1年以上の長期滞在資格確認）
市区町村・日本

国領事館
収入等の証明も必要

認定時のみ世帯全員分の住民票 市区町村

認定時のみ戸籍謄本 市区町村 続柄を確認

認定時のみ戸籍謄本 市区町村 日付、婚姻関係を確認

認定時のみ戸籍謄本および住民票 市区町村 日付、婚姻関係、同居を確認
送金の事実を証明するもの（学生の

子のみ証明不要）
金融機関

過去12ｹ月分（被扶養者状況確

認時にも必要）
退職後の収入が家族の2倍以上ある

証明
状況に応じ

雇用保険受給資格者証、年金事務所

発行「年金見込額照会回答票」等

本人および配偶者の収入証明（本

人は退職後の収入）
状況に応じ 被扶養者状況確認時にも必要

* 任意継続の方が60歳未満の配偶者を扶養する場合、市区町村にて配偶者の国民年金加入手続が必要です。

* 日本語以外の言語で発行された証明には、必ず邦訳の添付が必要です。

* 状況に応じ、上表以外に別途必要書類の提出を求めることがあります。

《　被　　扶　　養　　者　　削　　除　　時　》

発行元 備　　　　　　　考

就職先健保 資格取得日を確認

受給日額が3,612円（60歳以上

5,000円）以上の場合のみ削除

（状況に応じて）収入基準超過時点から削除
（状況に応じて）別居開始日から削除

市区町村

市区町村

健康保険組合 事業所から入手し記入
*

* 扶養認定基準を満たさなくなった場合、事実発生日にて扶養削除となりますので、すみやかに届出ください。

扶養削除日以降、当健保組合保険証を使用された場合は、医療費等を返還いただきます。特定健診も受診できません。

扶養異動届添付書類一覧表　（全て写しで可）

　収入のある家族を扶養

 家族が結婚 戸籍謄本

 死　　　　　亡 埋葬料請求書

ハローワーク

生活扶助を受けている

　自　　営　　業　　・　　農　　　業

　外　　　　　　国　　　　　　人

（

上

表

の

他

に

必

要

）

同居が条件の場合（義父母・兄姉・おじおば等）

　「配偶者・子・孫・直系尊属」以外を扶養

　被保険者が結婚または離婚により家族を扶養

　家族が離婚により同居のため扶養

　別　居　の　家　族　を　扶　養

60歳未満の配偶者を扶養削除する理由が収入基準超過・離婚・死亡の場合、配偶者の国民年金第3号の手続きが必要です。

 収入基準超過 事実確認ができるもの（源泉票・年金改定通知など）
 別居（仕送り証明がない場合） 事実確認ができるもの（住民票など）

 被保険者が離婚 戸籍謄本

不動産・配当・その他収入等がある

 失業給付受給開始 雇用保険受給資格者証（両面）

年金受給者

所得証明書および、直近の年金支払

通知（これから受給開始の場合は年

金見込額照会回答票）

　夫婦それぞれに収入があり、家族を扶養

◎削除する方の日本精機健康保険組合被保険者証（限度額適用認定証・高齢受給者証等を含む）を返納ください

扶養から除く理由 添　　　付　　　書　　　類

 就　　　　　職 就職先保険証（表面）

R5.4.1

市区町村および

厚生労働省等

年金支払通知は受給している全て

（遺族障害年金・農業者年金、厚

生年金基金含む）

扶養したい人の現在の職業等

　　１　８　　　歳　　　未　　　満 不要（ただし在学していない場合は、１８歳以上と同じく所得証明が必要）

1

8

歳

以

上

　大学・各種学校・予備校等通学

無

職

　

（

無

収

入

）

前年も無収入だった方

無

職

　

（

収

入

有

）

　

複

数

の

収

入

が

あ

る

場

合

、

そ

れ

ぞ

れ

失業給付受給中 日額3,612円（60歳以上5,000

円）未満のみ受給中認定可

（出産・傷病手当金受給者は、退

職の証明も必要）

出産手当金受給中および受給後

傷病手当金受給中および受給後



任意継続資格喪失申出書
兼　保険料還付請求書

日本精機健康保険組合理事長様

下記のとおり任意継続被保険者の喪失をいたしたく、喪失申出書を提出します。

また、還付金が発生する場合は、還付請求いたします。

年 月 日

〒 - - -

資格喪失の事由（ア、イ、ウ、エの該当する事由を〇で囲み、必要事項を記入、必要書類を添付の上、提出ください。

ア 再就職により他の適用事業所の健康保険に加入した

令和 年 月 日

①再就職先の被保険者証ｺﾋﾟｰ（本人表面のみ）

②NS健保組合の保険証（本人・家族）

　※高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証含む

イ 75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった

令和 年 月 日 資格取得

NS健保組合の保険証（本人・家族）

※高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証含む

ウ 被保険者の申出による喪失（国民健康保険に加入する、家族の被扶養者となる等）

この届出を当健保組合が受理した日の属する月の翌月1日
（例）10/25受付→11/1喪失　　月末が健保休業日はご注意ください

原則として申出後に取消はできません

NS健保組合の保険証（本人・家族）は資格喪失日前日まで使用できます。

（例）10/25受付→10/31まで使用可

資格喪失後、すみやかに保険証を返納ください。

※高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証含む

エ 被保険者死亡のため

令和 年 月 日

①埋葬料請求書（保険料還付がある場合は、埋葬料と同一口座に還付します）

②被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類（戸籍謄本等）

③優先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類（戸籍謄本等）

④NS健保組合の保険証（本人・家族）

　※高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証含む

◆ 資格喪失日以降に、資格喪失証明書および保険料納入証明書を送付します。

◆ 国民健康保険加入の場合、資格喪失証明が届き次第、手続きください。

◆ 保険料の還付が生じた場合、資格取得時に届出いただいた口座に返金します。

保険料納入証明書にて、還付年月日・金額をご確認ください。
マイナポータルで登録した公金受取口座を利用ご希望の場合は、健康保険組合へご連絡ください。

◆ 資格喪失日以降に当健保組合の保険証を使用された場合は、医療費を返還いただきます。

◆ その他の書類を追加で依頼する場合がありますので、ご了承ください。

◆ 任意継続2年満了および保険料未納による喪失の場合は、本申出書の提出は不要です。

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日 受付印

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

有 （　　　　年　　　月分） 無

一般 円 （標報 千円）

調整 円

介護 円

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日 R5.4月

常務理事 事務長 職員 担当者

被

保

険

者

情

報

記号 200 番号

住所

日

令和

氏名 印 生年月日
□昭和

□平成

健保への提出日

年 月

資格喪失日 再就職先の資格取得日 ←再就職先の保険証に記載の資格取得日を転記ください

電話番号

申出者 被保険者との続柄

適用事業所名称

添付書類

資格喪失日 75歳誕生日

添付書類

資格喪失日

注意事項

死亡日 資格喪失日 死亡日の翌日

健

保

使

用

欄

資格喪失日

保険証回収日

還付有無

還付額
計 円

還付年月日

添付書類


